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第78号 令和２年８月１日広 川 町 議 会 だ よ り
全
員
協
議
会
・
常
任
委
員
会
合
同
会
議

全
員
協
議
会
・

常
任
委
員
会
合
同
会
議

　

議
会
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
コ

ロ
ナ
感
染
対
策
の
た
め
、
６
月
９
日

の
全
員
協
議
会
は
常
任
委
員
会
と
の

合
同
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

〇
広
川
町
農
業
委
員
会
の
委
員
の
選

任
に
対
す
る
同
意

Ｑ　

地
域
・
団
体
を
考
慮
し
た
選
出

と
な
っ
て
い
る
か
。

Ａ　

農
業
委
員
に
つ
い
て
は
、地
域
・

団
体
か
ら
の
選
出
で
は
な
い
。
最
適
化

推
進
委
員
に
つ
い
て
は
、
活
動
区
域
か

ら
の
選
出
を
行
っ
て
頂
い
て
い
る
。

Ｑ　

農
業
委
員
と
推
進
委
員
の
関
わ

り
は
。

Ａ　

推
進
委
員
は
農
業
委
員
会
が
選

任
す
る
。
推
進
委
員
が
、
担
当
地
区

内
の
農
地
の
権
利
移
動
状
況
を
掌
握

し
、
農
業
委
員
会
が
審
査
す
る
。

Ｑ　

応
募
さ
れ
た
方
の
選
出
ポ
イ
ン

ト
は
。

Ａ　

審
査
基
準
に
合
わ
せ
た
上
で
女

性
、
地
域
活
動
等
を
考
慮
し
た
。

〇
第
２
期
広
川
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
つ
い
て

Ｑ　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は
。

Ａ　

国
連
で
採
択
さ
れ
た
、
国
際
社

会
全
体
の
開
発
目
標
。17
の
ゴ
ー
ル
、

１
６
９
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
か
ら
構
成
さ

れ
、
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
包
摂
性

を
持
つ
、「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
」

の
こ
と
。（
10
ペ
ー
ジ
参
照
）

Ｑ　

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
具
体

的
取
り
組
み
は
。

Ａ　

周
知
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
直
に

出
向
い
て
依
頼
し
て
い
る
。

Ｑ　

６
次
産
業
の
取
り
組
み
は
。

Ａ　

評
価
を
精
査
し
、
商
品
化
に
更

に
力
を
入
れ
て
い
く
。

Ｑ　

個
性
を
伸
ば
す
教
育
環
境
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

Ａ　

職
場
体
験
や
大
学
生
の
講
師
派

遣
授
業
等
。

Ｑ　

地
域
教
材
を
作
成
し
て
み
て
は

ど
う
か
。

Ａ　

十
分
に
検
討
し
て
い
く
。

〇
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◦
ひ
ろ
か
わ
繊
維
産
地
の
機
能
強
化

事
業
（
政
策
調
整
課
）

Ｑ　

絣
組
合
が
核
に
な
る
事
業
だ
と

思
う
。

　

業
界
が
ど
ん
な
夢
を
描
い
て
、
ど

ん
な
構
想
を
考
え
て
い
る
か
方
針
が

な
い
と
先
に
進
ま
な
い
と
思
う
が
。

Ａ　

今
ま
で
課
題
は
わ
か
っ
て
い
て

も
取
り
組
め
な
か
っ
た
所
も
あ
る
。

　

今
後
、
織
元
さ
ん
や
、
組
合
の
職

人
と
し
て
働
い
て
お
ら
れ
る
方
と
意

見
交
換
し
、
進
め
て
い
く
。

◦
ひ
ろ
か
わ
ブ
ラ
ン
ド
推
進
事
業

（
産
業
振
興
課
）

Ｑ　

協
議
会
の
メ
ン
バ
ー
と
、
そ
の

事
業
の
内
容
は
。

Ａ　

メ
ン
バ
ー
は
、
事
業
者
・
農
業

生
産
者
・
役
場
で
６
名
、
一
般
の
方

２
名
の
計
８
名
。

　

ま
た
、
生
産
者
を
公
募
し
協
議
会

の
生
産
部
会
の
中
に
入
れ
る
予
定
。

　

事
業
に
つ
い
て
は
３
年
間
、
国
の

補
助
で
や
り
、
４
年
目
以
降
は
自
力

で
物
を
売
り
収
益
で
運
営
し
て
い

く
。

　

１
年
目
は
、
広
川
の
果
物
を
活
用

し
た
ピ
ュ
ー
レ
、
２
年
目
か
ら
は
、

協
議
会
で
協
議
し
て
い
く
。

　

事
務
所
は
、
上
広
校
区
に
あ
る
Ｈ

ｏ
ｄ
ｏ
ｋ
ｕ
に
お
く
。

〇
記
号
式
投
票
に
関
す
る
条
例
の
廃

止
（
総
務
課
）

Ｑ　

廃
止
に
至
る
経
緯
は
。

Ａ　

国
政
・
県
知
事
・
県
議
選
等
、

全
部
記
名
式
の
選
挙
で
あ
る
。

　

広
川
町
で
は
、
町
長
選
と
町
議
の

補
欠
選
挙
の
み
記
号
式
を
採
用
す
る

こ
と
で
、
有
権
者
の
方
々
の
戸
惑
い

も
見
ら
れ
る
こ
と
と
、
実
務
的
な
事

務
の
煩
雑
さ
も
大
き
く
な
っ
て
い
る

た
め
。


